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[ 3 ]別紙第 書式号
行 株式 取得などの による発 済 申告書□

外 人投資国 許可申請書□

理期間処
15申告 時 許可 日： 、 ：即

株式
など

の

行発
企業

( )商 名 英文または① 号 称 事業者登 番② 録 号
住所③

( )工場 事業所 所在地の④ ( )電話：

行 事業っている⑤ 資本金⑥

韓 標準産業分類上 詳細分類の※ 国 ( )申告 申請 手 機 記載欄の〔 〕続 関
( )株式 持分⑦

取得者の

( )商 名 英文または号 称
籍⑧国

住所 ( )電話：

( )株式 持分 渡者の⑨ 譲 商 名または号 称 ( )電話　　　　　　　　　　 ：

今回外 人投資金額及 割合び⑩ 国 (USD ) %取得金額 相當ウォン： 、

取得 株式する⑪

( )持分 容の内
種類 1株當 額面額たりの 1株當 取得額たりの

量数 額面 額総 取得 額総
今回取得 後 外 人投資金額及 割合した び⑫ 、 国 (USD ) %取得金額 相當ウォン： 、

6 1 3 ( )外 人投資促進法第 第 項及 第 項 規定 上記 申告 申請び の により のとおり します、 。国 条
年 月 日

( )申告者 申請者 署名 印または または

( ) ( )代理人 電話または ：

( )受託機 長 産業資源部長官 殿または関
( )申告 申請 者 殿

( )申告 許可 番 ：号
上記 申告 確認のとおり みであることを します□ 。済
上記 申請 許可の を します□ 。

許可 件：条
年 月 日　

( ) ( )産業資源部長官 受託機 長 印または 関
( )留意事項 申告 許可 外 人投資資金 到着 確認 他 法令 許認可この は の を することではなく の によって または※ ： 、 、済証 証 国

申告 必要 場合 當該法令 規定などが な の を たさなければならない、 。満

具備書類※

手 料数
無し

1. 2 1 2 3 6 7 1外 人投資促進法施行規則第 第 項第 第 第 及 第 書類 部び の の し国 条 号･ 号･ 号 号 写
2. 2 1受人 人以上 場合 受人 特殊 係 確認 書類 部が の には が であることを できる の し、譲 譲 関 写
3. 2 6出資 株式 外 人投資促進法施行令第 第 項 各 該當 明 書類 出資 株式及 取得 株式間する が の に することを する と する び する国 条 号 証

( ) 1 ( 2交換金額交換率 交換 件 明示 株式 受 渡契約書 各 部法第の など が されている の し･ 条 譲 譲 写 1 7第 項第 目 該當サ に する条 号
)株式 出資 行 株式 取得 場合 限を し などを する に る、発 済

4. (株式 取得 外 人 籍 明 書類外 投資家 外 人投資企業 株式 追加 取得などを しようとする の を する が の などを で しようとする国 国 証 国 国
)場合 除を く
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( )申告書及 許可申請書 下記 通 理 裏面この び は の り されます。処
申告 場合の〔 〕

申 請 者　 　
理 機　 　 　処 関

受託機 長関

申請書 作成の 受 付

討確認検 ․

受 領 申告 交付の済証

許可申請 場合の〔 〕

申 請 者　 　
理 機　 　 　処 関

産業資源部長官

申請書 作成の 受 付　

討確認検 ․

係省 協議の関 庁

許 可　 決 定　
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